
※入札公告を必ず確認してください。（海老名市ホームページに掲載しています） 

入札案件概要書（一般委託） 契約番号：7644 

件  名 公園等遊具安全点検業務委託 

履行場所 海老名市内一円 

期  間 令和 7年 6月 11 日 ～ 令和 7年 11 月 7 日 

契約の内容等 別紙 仕様書等 のとおり 

予定価格 5,852,000 円（税込） 5,320,000 円（税抜） 

最低制限価格 有り（開札後算定型） 

 詳細は海老名市最低制限価格等取扱基準及び入札説明書等を参照してください。 

落札候補者の入札金額

が、調査基準価格（50%）

未満の場合 

※ただし、予定価格（税

込）100 万円以下の案件

は除く。 

 

 

低入札履行確認調査を実施します。詳細は低入札による履行確認調査取扱基準
を参照してください。 
 

契約締結にあたっての制限等 
○ 前払金額の制限 

契約金額の 15%以内（海老名市契約規則により、前払金が適用となる 
場合に限ります。）※前払金の上限金額は 5,000 万円以下 

○ 業務主任者及び管理技術者の他案件（本市入札案件）との兼任不可 
契約保証 
契約金額の 30％以上に相当する次のいずれかの手続きが必要です。 
※現金納付及び実績による免除はありません。 

（ア）金融機関又は保証事業会社の保証 
（イ）公共工事履行保証証券による保証 （履行ボンド） 
（ウ）履行保証保険契約の締結     （定額てん補） 

入札方法等 条件付一般競争入札（電子入札） 

質疑 
（仕様等に関する事項） 

所定の書式により、FAX で受け付けます。 
電子入札システムの機能は使用しないでください。 

     

参
加 

営業種目 一般委託に登録のある者   

条
件 

発注区分 

区分の詳細は入札公告で
確認してください。 

第 4 区分 第 1・第 2 区分の入札に初めて参加する場合は、営業
実態調査票及び認定書の写しを提出してください。 

 その他の要件 

○管理技術者及び業務主任者は、次のいずれかの資格を有する者を配置すること

（兼務可）   

・公園施設製品安全管理士 ・公園施設製品整備技士 ・公園施設点検管理士   

・公園施設点検技士 ・公共施設保守点検技士 ・遊具施設診断士   

・点検診断技術士 

 落札数制限 なし 

配置技術者 

について 
本案件に配置する技術者等は、同じ開札日の他の案件に配置できません。 

事前提出書類 
(システム添付） 

参加資格確認申請時にファイルを添付してください。 

ファイルは一つにまとめてください。 

○「配置技術者等の資格・実績等調書」（本概要書添付の調書を使用、次の書類を  

併せて提出）   

・管理技術者及び業務主任者の資格及び 3 ヵ月以上の雇用を確認できる書類  

（雇用確認の書類は、原則として健康保険被保険者証の写し） 

※健康保険被保険者証の写しを提出する場合は、被保険者等記号・番号及び保

険者番号（３箇所）にマスキング(黒塗り)をして提出してください。 



落札候補者が 
提出する書類 

(FAX046-232-6574) 

開札後、落札候補者は次の書類をＦＡＸで提出してください。 

(落札候補者決定の翌開庁日午前 10時まで。詳細は開札後 FAX で通知します。) 

○委託業務主任者等選任届 及び 資格等 及び 3ヵ月以上の雇用を確認でき 

る書類（雇用確認の書類は、原則として健康保険被保険者証の写し） 



 
 
 

令和７年度 

 

 

公園等遊具安全点検業務委託 

 

 

特記仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



１ 目的 

本業務は、海老名市所管の公園等に設置された遊具等を、本仕様書及び関係法令・条例・規則

等に従って点検を行い、遊具等を常に良好な状態に維持することを目的とする。 

 

２ 仕様書の適用 

本業務の実施に当たっては、本仕様書及び社団法人日本公園施設業協会の遊具に関する規準（Ｊ

ＰＦＡ-ＳＰ-Ｓ：２０２４）の「遊具の定期点検業務仕様書」に基づき行うこと。 

 また、「遊具の定期点検業務仕様書」に対する事項は、次のとおりとする。 

（１）点検業務の対象公園 

 別紙「点検対象公園一覧表」のとおり 

（２）点検業務の対象遊具 

別紙「点検対象公園一覧表」対象公園に存在する全遊具とし、数量は一覧表記載のとおり。 

 点検対象公園一覧表と現地に違いがある場合は現地を優先とし、結果を監督員に報告すること。 

 

３ 履行期間 

 令和７年６月 11日から令和７年 11 月７日までとする。 

 

４ 定期点検の実施回数・実施時期 

定期点検回数は履行期間中１回とする。 

なお、業務の実施時期は発注者、請負者と協議の上決定する。ただし、健全度判定がＣ・Ｄ判

定となる遊具については、９月末までに点検結果を報告できるように点検業務を実施すること。 

 

５ 業務従事者 

管理技術者及び業務主任者には以下のいずれかの資格を有するものを配置すること。また、点

検業務も以下のいずれかの資格を有するものが行うこと。 

・ 一般社団法人日本公園施設業協会認定の「公園施設製品安全管理士」、「公園施設製品整

備技士」、「公園施設点検管理士」、「公園施設点検技士」。 

・ 一般社団法人日本公共施設保守点検研究所認定の「公共施設保守点検技士」 

・ 一般社団法人日本子ども学育協会認定の「遊具施設診断士」 

・ 特定非営利活動法人子ども育成支援協会認定の「点検診断技術士」 

 

６ 業務内容 

（１）仕様書及び遊具の安全に関する規準（ＪＰＦＡ-ＳＰ-Ｓ：２０２４）の「遊具の定期点検

業務仕様書」に基づき遊具点検を実施し、点検業務報告書を作成すること。 

（２） 機能・安全性については、仕様書及び遊具の安全に関する規準（ＪＰＦＡ-ＳＰ-Ｓ：２０

２４）の「遊具の定期点検業務仕様書」により総合判定を行うこと。 

（３）「劣化点検」による劣化判定と「規準点検」によるハザードレベルの組み合わせにより総

合的な機能判定を行うこと。判定根拠について理由を簡潔に記載すること。 

 



 

（４）点検時処置 

総合判定は、処置前の点検時の状態を記入するが、点検時に処置を行った場合はその時点での状態

を判定すること。 

（５） 点検項目他 

点検は、個々の遊具点検表の点検項目を基本とするが、総合判定に必要とされる項目は現場状況に

応じ追加し、全て記録すること。 

また、点検表で点検する必要のない項目については全て斜線を入れること。点検様式に記入しきれ

ない場合は、これらの様式に準じて新たに様式を作成すること。 

（６） 点検内容等 

ア 点検前に現状の遊具の全景写真を撮影し、点検後に検査済みシールを遊具に貼付けること。

また、点検項目の全てについて点検箇所の近景を撮影し、検査済みシールの貼付け箇所が確認

できるよう個々の遊具ごとに撮影すること。 

イ 設置面を目視にて確認、危険性のあるものは取り除き、処分等に費用がかかるものについて

は別途協議すること。 

ウ 点検内容には、ビス、ナット等の増締め、グリス等の注油を含むものとする。 

エ 遊具の木材部、鋼材部、金具類（接続部を含む）の腐食に関しては、目視、触診で状態を判

断する。ただし、現場状況に応じ、必要とされる場合は打音検査、肉厚等の測定を実施するこ

と。木材部は地際、表面の腐食はもとより、内部の腐食も留意、想定し慎重に点検すること。 

オ 基礎等のぐらつき、鋼材部、木材部の腐食については、目視、触診にて確認する。 

カ ボルト接合部に関しては、レンチにて確認する。点検中にゆるみがあった場合は増締めを行

う。 

キ プラキャップや埋木等で、ボルトやナットが隠れている場合は、それらを外して点検するこ

と。但し外すことで復元が出来なくなる可能性が高い場合は監督員と協議すること。 

ク ボルト類が抜け落ちている場合や、その他の状況で損失している場合は、監督員に速やかに

連絡すること。 

ケ ブランコ等の動作主用部分は、正常に働いているか、耐久性に問題がないか、また、組合せ

による落下の危険性がないかについて特に注意して確認すること。 

コ 塗装状態 

塗装状態の判定は下記のA～Cに基づき判定を行うこと。 

A：再塗装の必要がない 

   B：部分的に塗装が必要 

C：全体的に塗装が必要 

サ 点検中に危険性、緊急性の高いものを発見した時は、即時監督員に連絡し、使用禁止等の安

全処置を行うこと。また、点検業務報告書に処置内容について記入すること。 

シ 遊具本体を単体としてとらえるのではなく、他の遊具との関連、安全領域、利用者の動線も

検討し点検すること。 

 

 



 

７ 打ち合わせ 

打ち合わせは、事前、中間、調査報告時とし、必要に応じ随時打合せを行うものとする。 

打合せを行った際は請負者側で打合せ簿を作成し、監督員の確認を受けること。 

 

８ 報告書の提出 

一般社団法人日本公園施設業協会の安全に関する規準（ＪＰＦＡ-ＳＰ-Ｓ：２０２４）に記載

の点検業務報告書を１部作成し、電子データ（ＣＤ－Ｒ）正副１組を発注者に提出すること。 

 報告書は、綴り幅８㎝の両開き式Ａ４版ファイルに綴ること。 

 また、複数簿冊となることから、簿冊ごとの掲載公園を背表紙に記載するとともに、全簿冊分

の掲載公園目次を各簿冊に添付すること。 

 

９ 業務に関する疑義等 

請負者は、本業務の実施に当たって疑義等が生じたときは、すみやかに監督員と協議し、その

指示に従うものとする。 

 

10 ＥＭＳ関係 

本委託業務は、海老名環境マネジメントシステム契約事業環境配慮マニュアル適用事業であり

以下の事項に配慮し業務すること。 

・ 業務実施時の排出物の内、可能なものは再資源化するよう検討する 

・ 業務実施時に排出される廃棄物は、適正に処理する 

・ 業務実施時に使用する機器等については、騒音・振動の抑制に努める 

・ 業務実施時に必要とする車両は、環境に配慮した車両の使用に努める 

（例：電気自動車、ハイブリッドカー、低排出ガス車等の使用） 

・ 業務実施時に排出される汚水については、水質汚濁及び土壌汚染を起さないように適正な

処理を行う 

・ 業務実施時に電力を使用する際は、節電に努める 

 

11 使用歩掛及び単価等 

本委託業務の使用歩掛及び単価等については以下のとおりとする。 

・ 「遊具等の定期点検業務標準積算基準 遊具等の定期点検業務標準仕様書（一般公園施設

を含む）（令和７年度版）」 一般社団法人日本公園施設業協会 

 

12 特記事項 
 

・ 請負者は、別添様式の点検済証を作成し、遊具点検の実施後速やかに使用可能と判定した

遊具の見やすい位置に貼付すること。点検済証の点検月欄は実際の点検実施月とすること。 
 

・ 健全度判定がＤ判定となる遊具など、使用禁止措置を行う必要がある遊具については、随

時監督員に報告を行うと共に、納品時には全体の報告書とは別綴りで報告書を提出すること。 



 

・ 遊具点検記録一覧として、全遊具の評価結果が容易に把握できる資料を提出すること。 

 

・ 写真撮影箇所は、全公園の全景、全遊具の近景、安全領域離隔確認写真に加え、全遊具・全判定

項目の近景確認写真とし、全て電子データ（ＣＤ－Ｒ）への添付対象とする。 
 

・ 写真撮影箇所の内、報告書へ添付する対象は、全公園の全景、全遊具の近景、安全領域離隔確認

写真に加え、劣化点検によりＢ判定以下となった項目と規準点検によりハザードレベルが 1 以上と

された項目の近接点検写真全てとする。 
 

・ 踏み板式ブランコにおいて、吊り金具の組合せ不具合による落下事故が報じられていることから、           

点検時においては特に注意して確認すること。 



　年

　　　年

年

令和

令和

令和
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街区-1 柏ケ谷第一児童公園 〇 1 2 1 2 1 1
街区-2 国分寺台第一児童公園 〇 1 1 1 2 1 1
街区-3 国分寺台第二児童公園 〇 1 1 1 1
街区-4 国分寺台第三児童公園 〇 1 1 2 1 1
街区-5 国分寺台第四児童公園 〇 1 1 2 1 1
街区-6 門沢橋第一児童公園 〇 1 1 1 1 1
街区-7 上今泉第一児童公園 〇 1 2 1 1 1
街区-8 上今泉第二児童公園 〇 1 1 1 1
街区-9 上今泉第三児童公園 〇 1 1 1
街区-10 杉久保第一児童公園 〇 1 1 1 1 1
街区-11 大谷第一児童公園 〇 1 1 2 1 1
街区-12 下今泉第一児童公園 〇 1 1 1 1 1
街区-13 上郷第一児童公園 〇 1 2 1 1 1 1
街区-14 さつき町第一児童公園 〇 1 1 1 1
街区-15 柏ケ谷第二児童公園 〇 1 1 1 1 1
街区-16 杉久保第二児童公園 〇 1 1 1 1 1 1
街区-17 上今泉中原児童公園 〇 1 1 1 1
街区-18 社家小町児童公園 〇 1 1 1 1 1
街区-19 杉久保冨谷児童公園 〇 1 1 1 1 1 1
街区-20 上今泉神後谷児童公園 〇 1 1 1 1 1
街区-21 かしわ台児童公園 〇 1 1 1 1 1
街区-22 柏ケ谷産川台児童公園 〇 1 1
街区-23 国分尼寺公園 〇 1 2 1 2 1 1 1
街区-24 国分緑地（わんぱく）公園 〇 3 1 1
街区-25 国分第一児童公園 〇 1 1 1 1
街区-26 大島記念公園 〇 1 1
街区-27 柏ケ谷長ヲサ児童公園 〇 1 2 1 1 1
街区-28 星谷児童公園 〇 1 1 1 1 1 1
街区-29 ふれあい公園 〇 2
街区-30 国分八景公園 〇 1
街区-31 亀島自然公園 〇 1
街区-32 上今泉自然公園
街区-33 浜田三塚公園
街区-34 さつき町第二児童公園 〇 1 1 1 1
街区-35 河原口第一公園 〇 3 1 1
街区-36 中新田第一公園 〇 1 2 1
街区-37 柏ケ谷第三公園 〇 3 1 1 1 1

単体遊具（Ａ） 単体遊具（Ｂ） 単体遊具（C） 複合（小）

街区公園

台
帳
№

公園名

点
検
対
象
公
園

遊具無し
遊具無し



点検対象公園一覧表
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台
帳
№

公園名

点
検
対
象
公
園

街区-38 上今泉高架下公園（西・東） 〇 1 1
街区-39 国分第二公園 〇 2 1
街区-40 望地道下公園 〇 1 1 1 1 1
街区-41 望地道上公園
街区-42 中新田丸田公園
街区-43 河原口御手作公園 〇 1 2 1 2 1 1
街区-44 欠番
街区-45 門沢橋平泉公園 〇 1 1 1 1 1
街区-46 国分第三公園 〇 1 1
街区-47 下今泉第二公園 〇 1 2 1
街区-48 河原口相沢公園
街区-49 河原口第二公園 〇 1 1 1 1 1
街区-50 扇町第一公園 〇 2 1 1
街区-51 中新田第二公園 〇 5
街区-52 泉第一公園 〇 1 2 1 1

近隣-1 海老名中央公園

近隣-2 東柏ケ谷近隣公園 〇 1 5 1

近隣-3 大谷近隣公園 〇 1 2 2 1 1 1 2

風致-1 清水寺公園 〇 1 1 1 1 1 1

都市-1 伊勢山自然公園

都市-2 緑地やすらぎ公園 〇 2

遊具無し
遊具無し

欠番

遊具無し

近隣公園
遊具無し

風致公園

都市緑地
遊具無し



点検対象公園一覧表
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台
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№

公園名

点
検
対
象
公
園

児遊-1 国分尼寺第一児童遊園 〇 1 1 1

児遊-2 国分尼寺第二児童遊園 〇 1

児遊-3 大松原第一児童遊園 〇 1 1
児遊-4 大松原第二児童遊園 〇 1 1
児遊-5 大松原第三児童遊園 〇 1 1
児遊-6 大松原第四児童遊園 〇 1 1
児遊-7 大松原第五児童遊園 〇 1 1
児遊-8 国分やまに平児童遊園 〇 1 2 1 1 1 1
児遊-9 国分やまに平第二児童遊園 〇 1 1 1
児遊-10 国分児童館児童遊園 〇 1 1
児遊-11 国分逆川団地児童遊園 〇 1 3 1 2 1
児遊-12 国分伊勢山児童遊園 〇 1 1 1 1 1 1 1
児遊-13 国分南原児童遊園 〇 1 1 1
児遊-14 国分宮ノ台児童遊園 〇 1
児遊-15 国分宮ノ台第二児童遊園 〇 1
児遊-16 国分宮ノ台第三児童遊園 〇 2
児遊-17 国分宮ノ台第四児童遊園 〇 1
児遊-18 国分宮ノ台第五児童遊園 〇 1
児遊-19 国分宮ノ台第六公園 〇 2
児遊-20 坊原第一児童遊園 〇 2 1
児遊-21 坊原第二児童遊園 〇 1
児遊-22 大谷吉久保児童遊園 〇 1 1
児遊-23 大谷市場公園 〇 1
児遊-24 国分寺台樽井児童遊園 〇 1 1 1 1 1 1
児遊-25 国分寺台鍛冶返児童遊園 〇 1 1 1 1 1
児遊-26 中新田南田児童遊園 〇 1 2 1 1
児遊-27 中新田蔵ノ下児童遊園 〇 1 1
児遊-28 中新田五反田児童遊園 〇 1 1
児遊-29 中新田名古沢児童遊園 〇 2 1
児遊-30 中新田神成畑児童遊園 〇 3 1
児遊-31 中新田上ケ見児童遊園 〇 2
児遊-32 さつき町第二児童遊園 〇 1
児遊-33 河原口上島合児童遊園 〇 1 1
児遊-34 河原口代官分第二児童遊園 〇 1 1 1

児童遊園



点検対象公園一覧表
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№

公園名

点
検
対
象
公
園

児遊-35 河原口四大縄児童遊園 〇 1 1 1 1
児遊-36 河原口二大縄公園 〇 1 1
児遊-37 いちご遊園 〇 1 1 1
児遊-38 上今泉谷公園 〇 2 1
児遊-39 上今泉第二児童遊園 〇 3 1 1
児遊-40 上今泉才ノ神戸公園 〇 2 1
児遊-41 上今泉涯第一児童遊園 〇 1 1 1
児遊-42 上今泉涯第二児童遊園
児遊-43 上今泉第一児童遊園 〇 1 1 2 1 1 1 1
児遊-44 上今泉小桜団地児童遊園 〇 1 1 1
児遊-45 上今泉山野児童遊園 〇 1 1 1 1
児遊-46 上今泉第四児童遊園 〇 1 1
児遊-47 柏ケ谷瀧ノ本公園 〇 2 1
児遊-48 柏ケ谷瀧ノ本第二公園 〇 1 2
児遊-49 柏ケ谷天谷原公園 〇 1 2 1
児遊-50 柏ケ谷中原児童遊園 〇 1 1 1
児遊-51 東柏ケ谷大道付児童遊園 〇 2 1
児遊-52 東柏ケ谷大道付第二児童公園 〇 1 1
児遊-53 東柏ケ谷大道付第三児童公園 〇 1 1 1
児遊-54 東柏ケ谷大道付第四児童公園 〇 1 1
児遊-55  いちご広場（東柏ケ谷四丁目広場） 〇 1 1 1
児遊-56 東柏ケ谷東原第三公園 〇 2 1
児遊-57 柏ケ谷東原児童遊園 〇 1 1 1 1
児遊-58 柏ケ谷東原第二児童遊園
児遊-59 さがみ野児童遊園 〇 1 1 1
児遊-60 東柏ケ谷東原第四公園 〇 1 2 1
児遊-61 望地道上児童公園 〇 1 3 1 1
児遊-62 中河内中道児童遊園 〇 1 1
児遊-63 中野桜野児童遊園 〇 1 2 1 1
児遊-64 中野雪里児童遊園 〇 1 1 1 1
児遊-65 今里第一児童遊園 〇 1 1 1
児遊-66 杉久保釜坂公園 〇 2 1 1
児遊-67 杉久保蓮谷児童遊園
児遊-68 杉久保団地児童遊園 〇 1 1 1
児遊-69 本郷本宿児童遊園 〇 1 1 1
児遊-70 門沢橋新田第一児童遊園 〇 1 1 1 1
児遊-71 門沢橋新田第二児童遊園
児遊-72 柏ケ谷長ヲサ第二公園 〇 1 2 1
児遊-73 望地道上第三公園 〇 2 1

遊具無し

遊具無し

遊具無し

遊具無し
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公園名

点
検
対
象
公
園

児遊-74 望地道上第四公園 〇 1 2
児遊-75 中野月ノ浦公園 〇 2 1 1
児遊-76 柏ケ谷瀧ノ本広場
児遊-77 柏ケ谷峰下公園 〇 2
児遊-78 河原口一大縄公園 〇 1 1 1 1
児遊-79 柏ケ谷峰下第二公園 〇 1 1
児遊-80 欠番
児遊-81 柏ケ谷瀧ノ本第三公園 〇 1 1
児遊-82 柏ケ谷瀧ノ本第四公園 〇 1 1
児遊-83 欠番
児遊-84 柏ケ谷瀧ノ本第五公園 〇 1 1
児遊-85 杉久保下原第一公園 〇 1 1
児遊‐86 上今泉涯第三公園 〇 2 1
児遊‐87 中新田赤松原第一公園 〇 1 1 1
児遊(借)－1 国分押堀児童遊園 〇 1 1
児遊(借)－2 大谷神明社児童遊園 〇 1 1
児遊(借)－3 中新田第一児童遊園 〇 1 1 1
児遊(借)－4 中新田諏訪神社児童遊園 〇 1 1
児遊(借)－5 欠番
児遊(借)－6 今里八幡社児童遊園 〇 1 1 1
児遊(借)－7 勝瀬小宝児童遊園 〇 1 1
児遊(借)－8 社家児童館児童遊園 〇 1 1
児遊(借)－9 欠番
児遊(借)－10 欠番

5 83 10 106 14 80 30 2 2 2 3 3 9 1 53 39 1 2 20 3 19 16
16

遊具無し

欠番

欠番

欠番

欠番
欠番

合計

合計 137
340 103 25 19



令 和 7 年 度

公 園 等 遊 具 安 全 点 検 業 務 委 託 設 計 書



委 託 番 号 R6.07歩掛 R7.03単価 施 工 年 度 令和７年度

委 託 名 称 公園等遊具安全点検業務委託

委 託 場 所 海老名市内一円

施 工 主 海老名市

設 計 区 分 公園工事

公 園 名 海老名市内公園

委 託 期 間 令和 7年 6月 11日 ～ 令和 7年 11月 7日

日 数    150 日

部 課 名 まちづくり部都市施設公園課

積 算 担 当 施設整備係

合 計 額

業 務 価 格

消費税相当額

委託概要

委託対象公園 137公園

公園施設健全度調査 １式



内 訳 書

工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

費 公園工事

公園施設健全度調査 式 1 A-   1号内訳書

業務原価

一般管理費 式 1

業務価格

消費税相当額

合計額



間 接 費 明 細 書

設 計 条 件

算 出 基 礎
※補正係数を乗じる場合は係数を乗じて、小数３位四捨五入２位止めとする。

工 種 公園工事
場所区分 市街地(DID補正)
前払い率 補正なし
契約保証区分 補正なし
積雪寒冷地域 なし

工事日数(内冬日数 150日/7日
支給品費
処分費
処分除外費

共通仮設費対象外額
現場管理費対象外額
一般管理費対象外額
支給共仮費対象外額

一 般 管 理 費 ＝ 対象額×定率＋対象額×契約保証補正値－調整額
＝ ×35.0％＋ × %－
＝ 

対象額 ＝ 工事原価－一般管理費対象外額－処分除外費＋一般管理補正額
＝ － － ＋
＝ 



名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

A-   1号 内訳書
公園施設健全度調査

1式当たり

単体遊具（A） 基準点検・劣化点検 基 340 C-   1号単価表

単体遊具（B） 基準点検・劣化点検 基 103 C-   2号単価表

単体遊具（C） 基準点検・劣化点検 基 25 C-   3号単価表

複合遊具（小） 基準点検・劣化点検 基 19 C-   4号単価表

複合遊具（中） 基準点検・劣化点検 基 16 C-   5号単価表

打合せ 事前打ち合わせ・中間・調査報告 式 1 B-   1号明細書

計



名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

B-   1号 明細書
打合せ

事前打ち合わせ・中間・調査報告

1式当たり

打合せ 事前打ち合わせ 回 1 C-   6号単価表

打合せ 中間 回 1 C-   7号単価表

打合せ 調査報告 回 1 C-   8号単価表

計



名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

C-   1号 単価表
単体遊具（A）

基準点検・劣化点検

25基当たり

公園施設製品安全管理士 人

公園施設製品整備技士 人

技術員 人

直接人件費

直接物品費 式 1

直接業務費計

業務管理費 式 1

報告書出力費 式 1

計

１基当たり



名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

C-   2号 単価表
単体遊具（B）

基準点検・劣化点検

25基当たり

公園施設製品安全管理士 人

公園施設製品整備技士 人

技術員 人

直接人件費

直接物品費 式 1

直接業務費計

業務管理費 式 1

報告書出力費 式 1

計

１基当たり



名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

C-   3号 単価表
単体遊具（C）

基準点検・劣化点検

25基当たり

公園施設製品安全管理士 人

公園施設製品整備技士 人

技術員 人

直接人件費

直接物品費 式 1

直接業務費計

業務管理費 式 1

報告書出力費 式 1

計

１基当たり



名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

C-   4号 単価表
複合遊具（小）

基準点検・劣化点検

5基当たり

公園施設製品安全管理士 人

公園施設製品整備技士 人

技術員 人

直接人件費

直接物品費 式 1

直接業務費計

業務管理費 式 1

報告書出力費 式 1

計

１基当たり



名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

C-   5号 単価表
複合遊具（中）

基準点検・劣化点検

3基当たり

公園施設製品安全管理士 人

公園施設製品整備技士 人

技術員 人

直接人件費

直接物品費 式 1

直接業務費計

業務管理費 式 1

報告書出力費 式 1

計

１基当たり



名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

C-   6号 単価表
打合せ

事前打ち合わせ

1回当たり

公園施設製品安全管理士 人

公園施設製品整備技士 人

直接人件費

直接業務費計

業務管理費 式 1

計



名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

C-   7号 単価表
打合せ

中間

1回当たり

公園施設製品安全管理士 人

公園施設製品整備技士 人

直接人件費

直接業務費計

業務管理費 式 1

計



名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

C-   8号 単価表
打合せ

調査報告

1回当たり

公園施設製品安全管理士 人

公園施設製品整備技士 人

直接人件費

直接業務費計

業務管理費 式 1

計



配置技術者等の資格・実績等調書 
 

認定番号                 

商号又は名称               

※同一開札日の案件において、配置技術者等の要件が同じで、同じ技術者で申請する場合は、

技術者の添付書類は、最初の案件に１部添付で可とします。 

※原則配置技術者の変更はできません。 

入札案件名 

（契約番号      ） 

 

 

配置技術者等の要件 
※入札案件概要書からその他

の要件の内容を転記 

 

 

氏名  

資格等名称・番号等  

資格等発行機関  

雇用年月日   年  月  日 

当該業務の経験年数  

 従事実績の概要  ※参加条件として実績を指定していない場合は記入不要 

契約件名  

発注者  

契約金額  

履行期間  

業務内容ほか 
 

 

添付書類 
 

※入札案件概要書で指定する

書類のほか、添付する書類

を記載 

□資格等を確認できる書類   （必須） 

□恒常的・継続的な雇用の確認できる書類   （必須） 

（原則として、健康保険被保険者証の写し） 

□ 

□ 

 ※添付書類は、上記記載の順に次ページ以降に添付してください。 

 

担当者様               連絡先                  


